
室蘭市ロボット・IoT 導入促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 室蘭市ロボット・IoT 導入促進補助金（以下「補助金」という。）の交付については、公益財団法人

室蘭テクノセンター補助金等交付規程（以下「規程」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。 

 

 （目的） 

第２条 この補助金は、室蘭市内の中小企業が IoT、ロボット、AI を活用したシステム・機器等を導入、  

またはロボット SIer・IT・情報サービス事業者のシステム開発により、現場等の課題解決や改善によっ

て企業の生産性や付加価値の向上を図ることを目的とする。 

 

 （定義） 

第３条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴  中小企業者 中小企業基本法第２条第１項に定めるものをいう。 

⑵  補助事業者 第６条第１項に基づく交付決定の通知を受け、かつ第７条の規定に基づく申請の取下 

げを行わなかった者をいう。 

 

 （交付の対象及び補助率等） 

第４条 補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、補助対象経費、補助率及び補助上限額は、

別表１のとおりとする。 補助対象者は、室蘭市内に事業所を有する中小企業者とし、補助事業ごとに

別表１のとおり定める。 別表 1 により算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額をもって補助金の額とする。 

 

 （交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、理事長に対し、補助金交付申

請書（様式第 1 号）を、その定める期日までに提出しなければならない。補助金交付申請書に添付する

規程第３条に規定する理事長が定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 事業概要書（様式第２号） 

 ⑵ 予算書（様式第３号） 

 ⑶ 納税証明書（滞納がないことの証明書） 

 

 （交付の決定） 

第６条 理事長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、補助金を交付すべき

ものと認めたときは、予算の範囲内において交付決定を行い、補助金交付決定通知書（様式第４号）に

より交付申請者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 交付申請者は、前条の規定による交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助

金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から１０日

以内に申請の取下げをすることができる。 

 

（補助事業の内容の変更） 



第８条 補助事業者は、補助事業の内容の変更（補助対象経費の２０％未満の増減である場合を除く。）を

しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書（様式第５号）を理事長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。理事長は、この申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、変更承認通知

書（様式第６号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止等） 

第９条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止（廃止）承認申

請書（様式第７号）を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。理事長は、この申請に対し、申

請事項を承認すべきものと認めたときは、中止（廃止）承認通知書（様式第８号）により当該補助事業者

に通知するものとする。 

 

（補助事業の遅延等の報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補

助事業の遂行が困難になったときは、すみやかに遅延等報告書（様式第９号）を理事長に提出し、その指

示を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書（様式第１０号）を理

事長に提出しなければならない。実績報告書に添付する規程第９条に規定する理事長が定める書類は、

次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 事業実施報告書（様式第１１号） 

⑵ 決算書（様式第１２号） 

 

（補助金の額の確定等） 

第１２条 理事長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合には、当該報告書等の書類の審査及び必要

に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書（様式第１３号）によ

り当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１３条 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。 

 

（押印の取扱い） 

本事業に係る申請書類等については、押印を不要とする。 

ただし、提出書類の真正性を担保するため、最終版の提出は原則として PDF 形式によるものとする。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は理事長が別に定める。 

 

 

附則 

この要綱は、令和 7 年４月１日から施行する。 

        令和 8 年４月 1 日 一部改正      



別表１ 

事業区分 補助対象事業 補助対象者 補助対象経費 補助率 
補助上
限額 

備考 

（１） 先端技術 
導入診断
事業 

ロボット・IoT・AI 等の技術を活用し
自社の課題解決や生産性向上に
取り組みたい事業者が、先端技術
導入等の診断・提案を受け導入を
検討する事業 

中小企業者（製造業、建設
業、卸売業、産業支援サービス
業等 室蘭市産業振興条例に
基づく業種） 

コンサルタント費、消耗品
費、賃借料、委託費、手
数料、その他特に必要と
認める経費 

3/4 以
内 

５０万
円 

・コンサルタント費は必須 

・コンサルタントを行う個人事業主、お

よび企業は事業内容の提出（パンフ

レット、ホームページ、過去の実績

等）、または SIer 協会等会員、IT

コーディネータ等の資格を有すること。 

（２） ロボット・IoT
導入促進事
業 

自社の課題解決や生産プロセス・
品質向上のためにロボット・IoT ツー
ル・システム等の導入を行う事業 

中小企業者（製造業、建設
業、卸売業、産業支援サービス
業等 室蘭市産業振興条例に
基づく業種） 

ソフトウェア導入費、クラウ
ド利用料、消耗品費、機
械装置費、賃借料、委託
費、手数料、その他特に
必要と認める経費 

3/4 以
内 

５０万
円 

ソフトウエア更新料、目的以外
の機器は対象外とする。汎用性
のある PC・タブレット等やファイル
サーバー等の通信基盤は原則
対象外とする。 

 

なお、以下の経費は補助対象としない。 

1. 通信費について、既存事業部門との区別不可能な経費 

2. ソフトウエア更新料、目的以外の機器、汎用性のある PC・タブレット等やファイルサーバー等の通信基盤は原則対象外とする。 

3. その他不適当と認める経費 

  



様式第１号 

 

令和  年  月  日   

公益財団法人室蘭テクノセンター 

理事長  中田 孔幸 様 

 

所在地  

企業名  

代表者職・氏名  

 

 

室蘭市ロボット・IoT 導入促進補助金交付申請書 

 

 室蘭市ロボット・IoT 導入促進補助金交付要綱第５条の規定に基づき、上記補助金の交付について、下記

のとおり申請します。 

 

１．事業の名称、目的及び概要 

事業区分 □（１）先端技術導入診断事業 □（２）ロボット・IoT 導入促進事業 

事業名称  

目的・概要  

 

２．事業の開始及び完了予定日 

開始 令和  年  月  日 

完了 令和  年  月  日 

 

３．補助金交付申請額 

 円 

 

４．添付書類 

  ⑴ 事業概要書 

  ⑵ 予算書 

  ⑶ 納税証明書（滞納のないことの証明書） 

 

  



様式第２号 

事業概要書 

１．申請者概要 

企業名  

事業実施場所 

所在地 

※申請者所在地と異なる場所で実施する場合に記載 

〒 

  

設立 年 月 日 資本金 万円 従業員数 人 

業種 ※日本標準産業分類・中分類を記入してください 

連絡担当者 

役職・氏名  

Tel  E-Mail  

経営状況表 

 
（２期前） 

年 月～ 年 月 

（１期前） 

年 月～ 年 月 

① 売上高 円 円 

② 経常利益 円 円 

③ 当期利益 円 円 

 

２．事業内容  

（１） 自社の事業概要 

 

 

（２） 本事業に取り組むに至った背景・抱える課題（診断・導入が必要な理由） 

 

 

 

（３） 概要  

□（１）先端技術導入診断事業  

診断箇所  

診断企業名  

選定理由  

診断ステップ概要  

・診断企業の概要と診断ステップについては詳細資料（仕様書等）を添付、またはフローチャートなどで

わかりやすく記載すること。 



□（２）ロボット・IoT 導入促進事業 

製品名、型番  

メーカー名  

必要となる 

スペック・機能 
 

選定理由  

外部連携社  

・ツールの概要書を添付、またはシステム構成図、ポンチ絵等でわかりやすく記載すること。 

（４）実施スケジュール（導入時期、効果検証など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目 
５

月 

６

月 

７

月 

８

月 

９

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 

（例）要件定義・発注条

件の精査 

 
 

         

（例）納品・試運転      
 

     

（例）効果検証         
 

  

（例）報告書作成            

（４） 期待される効果（目標） 

□（１）先端技術導入診断事業 

診断箇所  

診断によって 

明確になる事項 

・ 

・ 

・ 

診断結果を用いた 

社内検討の時期 
 

□（２）ロボット・IoT 導入促進事業 

 省力化効果 根拠 

労働・作業時間   

金額換算   

 

 



  

※「補助金交付申請額」は、「補助対象経費」に補助率を乗じた額とし、千円未満切捨てとする。 

 

  

様式第３号

○事業区分等

事業区分

補助率 3/4 補助上限額 500,000 円

〇支出 （単位：円）

科目

補助事業に

要する経費

(A)

補助対象経費

(B)

補助金交付

申請額

(B×補助率）

積算基礎

合計

〇収入 （単位：円）

科目

事 業 補 助 金

自 己 負 担 金

合計

予算書

補助事業に 要する経費 摘要

室蘭市ロボット・IoT導入促進補助金

室蘭市ロボット・IoT導入促進補助金



様式第４号 

 

テクノ(企)第  号   

令和  年  月  日   

法人名称 

代表者（役職・氏名） 宛て 

 

公益財団法人室蘭テクノセンター 

 理事長  中田 孔幸 印 

 

 

室蘭市ロボット・IoT 導入促進補助金交付決定通知書 

 

令和  年 月 日付けで申請のありました上記補助金については、室蘭市ロボット・IoT 導入促進補助金

交付要綱第６条の規定に基づき下記のとおり交付することに決定したので、同条の規定に基づき通知しま

す。 

 

 

記 

 

１．補助事業の区分及び名称 

事業区分  

事業名称  

 

２．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとします。 

補助事業に要する経費  円 

補助対象経費  円 

補助金の額  円 

 

３．交付の条件 

⑴ 事業の遂行にあたっては、公益財団法人室蘭テクノセンター補助金等交付規程及び室蘭市ロボット・

IoT 導入促進補助金交付要綱を遵守すること。 

⑵ 補助対象事業の内容を変更するときは、必要な書類を提出し、理事長の承認を受けなければならな

い。ただし、当該事業の目的に変更をきたさない場合で、補助対象経費の２０パーセント未満の増減で

あるときは、この限りでない。 

⑶ 補助対象事業の執行を中止、又は廃止しようとするときは、速やかに理事長の承認を受けなければ

ならない。 

⑷ 補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに理事長に報告し、その指示を受けなければな

らない。 

⑸ 補助対象事業が完了したとき（廃止の承認を受けたときを含む。）は、速やかに必要な書類を提出し、



理事長に報告しなければならない。 

⑹ 次の各号のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該

取り消しに係る部分に関しすでに交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。 

① この補助金を他の目的に使用したとき。 

② 補助対象事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容、又はこれに附した条件に違反した

とき。 

③ 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。 

⑺ 補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日

までの日数に応じ、その未納額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付

額を控除した額。）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約延滞金を公益財団法人室蘭テク

ノセンターに納付しなければならない。 

 

 

  



様式第５号 

 

令和  年  月  日   

公益財団法人室蘭テクノセンター 

理事長  中田 孔幸 様 

 

所在地  

企業名  

代表者職・氏名  

 

 

補助事業変更承認申請書 

 

 室蘭市ロボット・IoT 導入促進補助金交付要綱第８条の規定に基づき、補助事業の変更について、下記の

とおり申請します。 

 

 

記 

 

１．補助事業名 

 

２．変更の内容 

 

３．変更を必要とする理由 

 

４．変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額（新旧対比） 

 変更前 変更後 

補助事業に要する経費 円 円 

補助対象経費 円 円 

補助金の額 円 円 

 

変更後の見積書・仕様書等は別添のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号 

 

テクノ(企)第  号   

令和  年  月  日   

 

（宛先） 

法人名称及び代表者の氏名 宛て 

 

公益財団法人室蘭テクノセンター 

 理事長  中田 孔幸  印 

 

 

補助事業変更承認通知書 

 

令和  年 月 日付けで申請のありました補助事業の変更については、室蘭市ロボット・IoT 導入促進補

助金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり承認したので通知します。 

 

 

記 

 

１．補助事業名 

 

２．承認の内容 

  令和  年 月 日付け補助事業変更承認申請書記載のとおり 

 

３．変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額（新旧対比） 

 変更前 変更後 

補助事業に要する経費 円 円 

補助対象経費 円 円 

補助金の額 円 円 

 

  



様式第７号 

 

令和  年  月  日   

（宛先） 

公益財団法人室蘭テクノセンター 

理事長  中田 孔幸 様 

 

所在地  

企業名  

代表者職・氏名  

 

 

補助事業中止（廃止）承認申請書 

 

 室蘭市ロボット・IoT 導入促進補助金交付要綱第９条の規定に基づき、補助事業の中止（廃止）について、

下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１．中止（廃止）する補助事業名 

 

２．理由 

 

  



様式第８号 

 

テクノ(企)第  号   

令和  年  月  日   

 

法人名称及び代表者の氏名 宛て 

 

公益財団法人室蘭テクノセンター 

 理事長 中田 孔幸 印 

 

 

補助事業中止（廃止）承認通知書 

 

令和  年 月 日付けで申請のありました補助事業の中止（廃止）については、室蘭市ロボット・IoT 導入

促進補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとおり承認したので通知します。 

 

 

記 

 

１．補助事業名 

 

２．承認の内容 

  令和  年 月 日付け補助事業中止（廃止）承認申請書記載のとおり 

 

 

  



様式第９号 

 

令和  年  月  日   

公益財団法人室蘭テクノセンター 

理事長  中田 孔幸 様 

 

所在地  

企業名  

代表者職・氏名  

 

 

補助事業遅延等報告書 

 

 室蘭市ロボット・IoT 導入促進補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、補助事業の遅延等について、下

記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．補助事業名 

 

２．補助事業の進捗状況 

 

３．遅延等の理由 

 

４．遅延等に対する措置 

 

５．補助事業の遂行及び完了の予定 

 

  



様式第１０号 

 

令和  年  月  日   

公益財団法人室蘭テクノセンター 

理事長  中田 孔幸 様 

 

 

所在地  

企業名  

代表者職・氏名  

 

 

補助事業実績報告書 

 

 室蘭市ロボット・IoT 導入促進補助金交付要綱第１１条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．補助事業名 

 

２．事業実施報告書   別紙のとおり 

 

３．補助事業の決算書  別紙のとおり 

 

４. 口座振込の振込先 

 

 

  

銀行名  

支店名  

口座種別  

口座番号  

口座名義人 

（フリガナ） 

 



様式第１１号 

事業実施報告書 

 

１．実施した補助事業の内容 

□（１）先端技術導入診断事業  

診断箇所  

診断企業名  

診断日 

・ 

・ 

・ 

診断結果概要 

 

 

・ 

・ 

・ 

・診断企業からの診断結果詳細を添付すること。 

 

□（２）ロボット・IoT 導入促進事業 

製品名、型番  

メーカー名  

スペック・機能・活用

の概要 

・ 

・ 

・ 

 

導入日  

外部連携社  

・ツールの概要書・説明書等を添付すること（申請時と同様のものでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．補助事業実施による効果 

□（１）先端技術導入診断事業 

診断箇所  

診断によって 

明確になる事項 

・ 

・ 

・ 

診断結果を用いた 

社内検討の時期 
 

 

 

□（２）ロボット・IoT 導入促進事業 

 

 

 

 

 

 省力化効果 根拠 

労働・作業時間   

金額換算   

３．備考 

 

  



 

  

様式第12号

○事業区分等

事業区分

補助率 補助上限額 500,000

〇支出 （単位：円）

計画額 実績額 計画額 実績額 交付決定額 実績額

合計 0 0 0 0 0

〇収入 （単位：円）

科目

事 業 補 助 金

自 己 負 担 金

合計

室蘭市ロボット・IoT導入促進補助金

円

0

3/4

摘要

※補助金充当額の実績額は、補助対象経費の実績額合計に事業区分に応じた補助率を乗じて得た額と交付決定額

のいずれか低い額とする。

科目

補助事業に

要した経費
補助対象経費 補助金充当額

0

摘要

室蘭市ロボット・IoT導入促進補助金0

補助事業に 要した経費



様式第１３号 

 

テクノ(企)第  号   

令和  年  月  日   

 

法人名称及び代表者の氏名 宛て 

 

公益財団法人室蘭テクノセンター 

 理事長 中田 孔幸  印 

 

 

室蘭市ロボット・IoT 導入促進補助金の額の確定通知書 

 

令和  年 月 日付けで提出のありました上記補助金に係る実績報告書について、室蘭市ロボット・IoT

導入促進補助金交付要綱第１２条の規定に基づき、その内容を審査した結果、下記のとおり補助金の額を

確定したので、同条の規定に基づき通知します。 

 

 

記 

 

１．補助事業名 

 

２．補助金交付確定額            円 

 


